
堺市上下水道局建設工事共同企業体取扱要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、上下水道局（以下「局」という。）が発注する建設工事（地方公共

団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）

の適用を受ける特定調達契約に係る建設工事を除く。以下同じ。）における建設工事共

同企業体の取扱いについて、必要な事項を定める。

（準用規定）

第２条 堺市建設工事共同企業体取扱要綱（以下「市要綱」という。）の規定は、局が

発注する建設工事における建設工事共同企業体を取り扱う場合について準用する。こ

の場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市

要綱第６条第１号中「堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号。以下「規則」という。）

第５条第３項」とあるのは「堺市上下水道局契約規程（昭和５０年水道局管理規程第

７号。以下「規程」という。）第４条第３項」と、市要綱第７条第１号中「規則第５条

第３項」とあるのは「規程第４条第３項」と、市要綱第９条第１項ただし書中「堺市

建設工事等指名業者選定要綱」とあるのは「堺市上下水道局建設工事等指名業者選定

要綱（平成１６年制定）第２条の規定により準用する堺市建設工事等指名業者選定要

綱」と、市要綱第１０条第２項中「規則」とあるのは「規程第３条の規定により準用

する堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号）」と読み替えるものとする。

   附 則

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。


